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◎議事日程

日程第 １ 請 願 第 ２ 号 北海道主要基幹農作物種子条例の制定に関する請願書＜

Ｐ３＞

日程第 ２ 一般質問＜Ｐ３～Ｐ２１＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはようご

ざいます。

３番多治見亮一君は欠席であります。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） ６

月８日に開催されました、議会運営委員会の

協議の結果を報告します。

本日、６月１４日は、最初に、６月５日に

総務産業常任委員会に付託いたしました、請

願第１号の審査報告を受け、審議を行いま

す。

次に、一般質問を行います。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 請願第１号

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 請願第１

号北海道主要基幹農作物種子条例の制定に関

する請願書の件を議題といたします。

本件における総務産業常任委員会委員長の

報告は、別紙配付のとおりです。

本件における委員長の報告は、採択です。

これで委員長の報告を終わります。

これから、請願第１号北海道主要基幹農作

物種子条例の制定に関する請願書の件を採決

をします。

本件に対する委員長の報告は、採択です。

本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、請願第１号北海道主要基幹農

作物種子条例の制定に関する請願書の件は、

委員長の報告のとおり採択することに決定を

いたしました。

◎ 一般質問

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 一般質問

を行います。

順番に発言を許します。

９番髙橋健一君。

○９番（髙橋健一君） 議長のお許しをいた

だきましたので、一般質問通告書に従いまし

て一般質問をさせていただきます。

質問事項。介護現場の人材確保について。

１番、超高齢化社会を迎え、介護や医療の

担い手不足が加速しています。本別町で介護

職員確保のめどが立たず、町の特別養護老人

ホームの建てかえが延期になったのは、まだ

記憶に新しいところであります。

むすびれっじの認知症高齢者グループホー

ムは、９床を増床して規模拡大を図っていま

すが、４月の開設に向けて準備は順調に進ん

でいるかをお伺いしたい。

２番目、最近、介護現場の人材不足の危機

を救う高齢者の介護アシスタントが注目を浴

びています。資格不要で短時間勤務が原則で

す。一例を挙げると、岩見沢のある施設で

は、６５歳以上の高齢者６人が介護アシスタ

ントとして働いています。勤務は週１回から

３回、一日の労働時間は１時間から３時間、

時給８１０円以上が約束されています。この

事業に対して、道はモデル事業として１,７

００万円の補助金を支給しています。我が町

としても一考の価値があると思いますが、町

長の見解をお伺いしたい。

３番、少子高齢化による介護人材の不足を

補うため、音更町の社会福祉法人元気の里と

かちでは、介護職員としてベトナム人４人の

採用を決定しました。我が町にも農業研修生

として、東南アジア国籍の方が働いていま

す。働き方はまじめでお年寄りを大切にする

優しい気持ちの持ち主ばかりと聞いていま
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す。こういう人たちと交流を深めながら、就

業の輪を介護の現場まで広げていけたらなと

考えていますが、町長の見解をお伺いした

い。

一括して答弁をよろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 髙橋健一議員の介

護現場の人材確保についての一般質問にお答

えをいたします。

まず、１点目の認知症高齢者グループホー

ム増床分４月開設に向けての介護職確保の準

備状況についてにつきましては、増床分のグ

ループホーム９床については、現在稼働して

いるグループホームと渡り廊下でつなぎ、一

体的に運営できるような形で建設をすること

にしており、むすびれっじ全体を指定管理委

託をしている社会福祉法人足寄町社会福祉協

議会に指定管理委託する予定で協議を行って

いるところであります。

足寄町社会福祉協議会では、介護サービス

事業全体について、ハローワークへの求人情

報登録や新聞折り込みチラシによる募集のほ

か、ホームページやとかち東北部移住サポー

トセンター、介護職員募集サイトへの登録な

ど、インターネットを利用して随時介護職員

の募集を行っており、来年４月の新たなグ

ループホーム開設準備のために、２人の職員

を採用済みであり、今後は各種就職セミナー

への参加、高校、専門学校、大学への訪問、

就職相談会参加などにより、必要な人材確保

に努めていく予定と聞いております。

町といたしましても、介護従事者就業支援

等補助金や修学資金貸し付け等の制度を整備

し、足寄町内の福祉介護サービス事業所全体

の人材確保の支援を行っているところです

が、増床分のグループホームが円滑に開設で

きるよう人材確保について取り組んでまいり

たいと考えております。

２点目の介護アシスタント制度の導入につ

きましては、介護アシスタントや介護助手は

施設内の居室掃除や食事の片づけ、ベッド

メーク、高齢者との話し相手や趣味活動のお

手伝いなど、介護の補助的な作業を担う介護

補助者を指し、平成２９年度は北海道老人福

祉施設協議会や北海道老人保健施設協議会が

北海道の補助金を活用をし、モデル事業とし

て全道１２施設で事業取り組みを行ったもの

です。介護アシスタント等の対象者は、資格

を持たない元気な高齢者や地域の方たちで、

介護職員の負担軽減のほか、就労機会の創出

や生きがいづくり、地域での孤立・孤独解消

なども目的とされております。このモデル事

業は平成２９年度から開始され、平成３０年

度も継続して実施される予定であり、今後課

題等の整理がされて、よりよい仕組みがつく

られていくものと期待をしております。

足寄町内の事業所においては、介護アシス

タント制度ではありませんが、年齢制限を設

けずに無資格の介護従事者をパート職員とし

て採用したり、施設の清掃等を高齢者就労セ

ンターや障害福祉サービス事業所に依頼する

など、類似の取り組みが行われており、足寄

町における介護人材確保対策として、どのよ

うな方法が有効かを今後見きわめていきたい

と考えております。

続いて３点目の介護職員としての外国人採

用についてにつきましては、全国的に不足し

ている介護人材の確保、さらに将来追加的に

不足すると見込まれる介護人材確保対策とし

て、平成２９年の法律改正により、留学生と

して入国して介護福祉士養成施設を卒業後に

介護福祉士資格を取得した外国人が国内で就

労できることになったほか、外国人技能実習

制度の対象職種に介護が追加されました。ま

た、政府は外国人労働者の新たな在留資格の

創設も検討しているところで、外国人労働力

活用に向けて門戸が拡大し、今後の人材不足

解消の一助として期待されているところでも

あります。

十勝管内におきましても、ベトナムやネ

パールからの技能実習生や留学生を受け入

れ、日本語学習、介護福祉士の資格取得等の

支援を行っている法人もありますが、正職員

になるまでには日本語習得や技術習得に数年
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かかるほか、渡航費用や学費援助、居住場所

の確保など、かなりの負担が必要となりま

す。また、文化も習慣も異なる土地での生活

ということもあり、途中で帰国するケースも

想定され、安定的な介護職員確保対策として

は不確定な部分が相当あると考えておりま

す。

人手不足解消につながると期待される一方

で、語学力やサービスの質の低下が懸念され

ており、今後、外国人介護人材受け入れにつ

いての効果や定着状況等を見ながら対応を検

討していきたいと考えておりますので、御理

解を賜りますようお願い申し上げ、髙橋健一

議員の一般質問に対する答弁とさせていただ

きます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

９番。

○９番（髙橋健一君） 現在、介護職員の確

保というのは、本当に全国的に大変なことに

なっておりまして、町長の回答を読ませてい

ただきましたけれども、何となく曖昧な感じ

がして、本当に来年の４月確実に介護職員が

確保できるのだろうかと。９床全体が９人全

員が入所できて、新しいグループホームが出

発できるのだろうかと。若干不安な気持ちに

なりますけれども。今は２人の職員採用済み

ということですけれども、これからまだたく

さん職員を確保しなければいけないと思うの

ですけれどもね。その辺は大丈夫なのか。も

しもこれができなかったら、どういうふうな

対応をしていかれるのか、その辺をお伺いし

たいと思います。よろしくどうぞ。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） 答弁をさせてい

ただきます。

グループホームの職員の配置基準でござい

ますが、これは地域密着型ということで、町

で条例なり規則を制定してございます。

入所者３人に対して介護職員１人というこ

とで、基本的に９人の定員のところでは、１

年回すには８人から９人ぐらいの職員がいる

ことが望まれるところでございます。７人ぐ

らいでも大丈夫だというところもございます

けれども。そこで、むすびれっじはほかの機

能もいろいろございまして、他の職員と併任

という形でグループホームと小規模多機能と

かで、計画作成担当者とかはグループホーム

もやるし、グループホームもやるし小規模も

やるというような形でも人の配置が可能でご

ざいます。

ところで、９人を最初にオープンから入れ

てやるためには、介護職員はあと少なくても

５人もしくは７人必要だというふうには考え

てございます。が、今現状きょうの北海道新

聞の十勝版にもございましたけれども、職員

の確保が難しく帯広市でも特別養護老人ホー

ムの整備する事業所がいないというような形

で、都会もそうですし田舎でもそうなので、

完全に９人を最初から受け入れるだけの職員

を確保できると、ここで断言する状況ではご

ざいません。なのですが、３対１ということ

なので、少なからず定員を、例えば職員が集

まらなければ９人のところ入所者を最初６人

ぐらいで抑えて、それから徐々にふやしてい

くというようなことも、現在他の施設でもよ

くあるお話で、例えば特別養護老人ホームで

他の施設では、定員を８０人としてオープン

をするのですけれども、介護職員が集まらな

いので、最初のところは入所者を抑えていく

という形で、１年後にはもう８割、９割にす

るというところがかなり報告されてございま

す。

足寄町におきましても、施設を先に整備す

るのか人を確保するのかというところで言え

ば、人を確保してから施設を整備するという

のはもう現実的にはあり得ないので、ここは

第８期の介護保険事業計画でも今後後期高齢

者、痴呆性高齢者がふえるということでござ

いまして、グループホームというのは町とし

ては絶対に必要な施設ということで、まずは

施設とそれとある程度ノウハウがある社会福

祉協議会にここは運営もお任せして、徐々に

スモールというか、６人ぐらいの定員はまず

受け入れるようなことを目指して、さらに９
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人という形で１年以内に目標としては受け入

れるというような形で考えていきたいという

ふうに考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋健一君） 今回のグループホー

ムの開所というのは、足寄町民すごく大きな

期待を持って見ていると思うのですよね。そ

れと同時に不安も感じている。

今、課長のお話を聞いていましたら、これ

はかなり部分開所もあるぞと、そういうふう

に聞こえたのです。一般的にはあんまり、４

月からやりますよといったときに９床ばんと

そろえてスタッフがきちんとそろってて、は

い、スタートという形で、めでたし、めでた

しという、そういう形が望ましいと思うので

すけれどもね。それだけ深刻なのでしょうか

ね。これ部分開所もあり得るのでしょうか。

よろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 私のほうからお答

えをいたします。

御案内のとおり、このグループホームの計

画につきましては、議会の御理解もいただい

て、施設の実施計画は平成２９年度の予算で

実施計画、実施設計も終えているところであ

ります。ですから、順序立てていきますと、

平成３０年度の当初予算に建設費を計上をし

ようということで考えたのですが、しかしや

はり介護職員の手立てがちょっと厳しいなと

いうことで、先ほどもお答えしたとおり、現

状で２名の採用にとどまっているというよう

なことであります。

そこで先ほど課長がお答えしたとおり、も

うともかく介護職員の人材のめどが立たない

と建設しないのかということになりますと、

それこそいつ建設できるかわからない。一方

では、残念ながら自分の意思にはかかわりな

く、残念ながら認知症になってしまった方が

たくさんいる。今現在町が福祉協議会に委託

をしておりますグループホーム、これ１ユ

ニット９床、それとＮＰＯ法人で運営してい

ただいているところも１ユニット９床、実際

には１８名しか受け入れできないという状

況。両方の施設もやっぱり町の入所者を待っ

ている方々がたくさんいるということで、そ

こで議員仰せのとおり、職員そろえられるか

どうかというのは、これはもう確定ではあり

ませんけれども、しかし今回の議会で補正予

算として建設費を計上させていただいて、本

当に言い方としてはちょっとおかしいかもし

れませんけれども、最悪の場合についてはそ

ろった人材に合った方しか受け入れできない

という、例えばそれが５人なのか６人なの

か、最悪の場合は３人なのか、そこら辺は社

会福祉協議会とも相談をしながら。もちろん

町としても、引き続き人材の確保には一緒に

なって努力をしていきたいというふうに思っ

ております。ですから、目指すところはやっ

ぱり完璧な姿でオープンと同時に９人の方々

を受け入れできるような体制を目指していき

ますけれども、そういう、現実としてそうい

う厳しい状況にあるということだけはこれは

事実でございますので、議員仰せのとおり、

場合によってはちょっと言葉悪いかもしれま

せんけれども、見切り発車的なことも覚悟の

上で今回議会に建設費の予算を提案させてい

ただいたということでございますので、御理

解いただきたいというふうに思います。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋健一君） 町長おっしゃった見

切り発車、言葉悪いのではなくてまさに見切

り発車そのものではないかと思うのですよ

ね。今、グループホームで１５人ですかね、

待機者がいるのです。皆さん、お待ちしてい

て、そして始まりましたよと。３床しか入れ

られませんよということになれば、みんな

がっかりしてしまうのですよね。そして行く

行くは、せっかく足寄町で頑張ってこられた

お年寄りが他町村に出ていってしまうと。足

寄に対する失望感みたいなのが残ってしまう

と思うのですよね。その辺もぜひ解消しても

らいたいし、めどと言いますか、このまま部

分開所、何か寂しい形で部分開所になって、
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さあ、１年後にはそれでは全部きちんとそろ

える、そういう見積もりがあるのかどうか。

課長、よろしくお願いします。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） 今２人の採用と

いうのは準備期間ということで、この１年で

新たなグループホーム２のほうの体制を整え

る職員として先んじてもう採用しました。

で、介護職員、新任で専門学校ですとか大学

で、来年の春卒業される方の就職活動という

のはまだ最後の実習期間とか、いろいろな仕

上げの段階でございまして、９月ぐらいまで

は実習とかいろいろ控えてますところと、非

常に買い手市場でございますので、いい待

遇、いい職場環境、いい地域というのを介護

の職員の方というのは、なる方非常に見きわ

めているということでございます。昨年も最

終的に就職先を決めるのが、本当にもう２月

とか３月とかということも多いというような

お話を聞いてまして、青田刈りとかそんな状

況でもなく、一般職でも今大分おくれてきて

いるというような状況でございまして、そう

いう中で、今社会福祉協議会むすびれっじの

介護の現場なり職員の待遇というのは、他の

サービス事業所に比べてそれほど劣っている

わけでもございませんし、介護・福祉・医療

連携という部分で、例えば国保の医療学会で

すとかで、村上院長先生とともに、こういう

職場でこういう新たな取り組みやっていると

いうような形で広報もしてございます。そう

いうことも含めていろいろと働きやすい職場

という部分での情報発信もしてますし、今後

本格的なリクルートではない、職員の採用活

動というのはこれからが本格的になるところ

でございます。とは言いながらも今の世の中

の現状からいって、９人の定員で９人を受け

入れるだけの職員の確保ができるかと、ここ

でお約束できるようなそんな生易しいもので

はないということで、担保はできないのです

けれども、社会福祉協議会とともに管理委託

をする町の責任として、両輪で職員の確保に

努めていきたいというように考えてございま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋健一君） この問題は本当に足

寄町だけではなくて全国的な問題で、ただ足

寄町を責めるわけにはいかないのかもしれま

せんけれども、やはりちょっとがっかりしま

すよね。やっぱりせっかく予算今補正予算か

かるところですけれども、大いに賛成で一生

懸命やってもらいたいのですけれども、さあ

始まり、４月に始まりましたよと。部分開所

でしたではね、ちょっとこれは寂しいですよ

ね。

そして、もしも見切り発車的に始めたとし

ても、ほかの職員さんがそっちのほうにまた

ローテーションで回らなければいけないとい

うことになると、みんな倒れてしまいまいよ

ね、これ、職員さん。そういうことも考えな

くてはいけないと思うのですよね。

足寄町もやっぱり一生懸命やってると思う

のですよね。本当に町長も一生懸命やられて

いるし、本当に介護職員のためにお金を投じ

て一生懸命頑張られてると。ここにもありま

すけれども、きちんと本別の介護職確保のめ

ど立たないの新聞の中に、足寄町はすごいよ

と。近隣の足寄町では新年度の新規事業とし

て就業補助や介護福祉への修学資金の貸し付

けをきちんと予算計上しましたよと書いてあ

るのですよね。一生懸命やられてるのですけ

れども、なかなか現実はそうはいかないとい

う。

国もよくないですよね、これね。同時に出

てるのは、人が足りない、足りない。２０２

５年介護職員何人足りなくなるかというと、

これ物すごい数の職員が足りなくなるのです

よね、何十万という。北海道だけでも１万か

２万ぐらい足りなくなるのではないかと思う

のですけれども。それでいて資格試験の受験

料ですか、上げてるのですよね。社会福祉

７,５４０円から１万５,４４０円に倍増する

と。こればかげてますよ、これね。全然わ

かってるのかと。深刻さが国もわかってな
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い。この状態で足寄町も大変ですよね、こう

いう人たちの下でやらなければいけないとい

うのは。本当に残念なことですよね。

いよいよやっぱり若い人たちも雇わなけれ

ばいけないのですけれども、福祉科自体がだ

んだんだんだん閉鎖していくというような、

そういう現状ですよね。人気がないのですよ

ね。どんどんどんどん少なくなっていってし

まうと。十勝唯一の福祉科を持っている大谷

短大ですか、大谷短大も社会福祉科がなく

なってしまったのかな。介護福祉のほうは

残ってますけれどもね。それでも二、三十人

ぐらいの人しかいないし、その人たちを呼び

寄せるということでもこれ大変なことにな

る。そういう感じがしますよね。

だから、もっと先からいろいろ対策を講じ

ていかなければいけないのではないかと。足

寄町のいわゆる介護施設の魅力をアップして

いかないといけないのかな。よくその辺もわ

からないですけれどもね。究極的には足寄の

魅力をアップすることによって、他町村から

人が集まってくるという、そういう魅力ある

足寄、魅力ある足寄の福祉現場というものに

変えていかなければいけないのではないかと

思います。

私もむすびれっじの委員やってますので、

むすびれっじに行くとすばらしいですよね。

本当にカラマツの集成材でできた建物、広い

ですしね。そして、職員の方も非常に優しい

し明るいし、こんなすばらしいところで私つ

いの住みかはここだというふうに決めてきた

のですけれどもね。それ非常に残念ですよ

ね。その中でグループホームが先へ先へ後回

しになってしまうというのは非常に残念なこ

とだと思ってます。

何か、これからこういうことをしなければ

いけないのでないかなという、そういう対策

というのは、課長、ないのですかね。どうい

うことをやっていくのか。みんなどういうふ

うな協力姿勢をとっていかなければいけない

のかということですけれどもね。

お願いします。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） 福祉課長体の答

弁ということで。

なかなか難しいお話でございますが、後ほ

どの御質問にもございますけれども、やはり

国ではもうどの職種にももう人材がいない。

それもやはり人口減という部分で、必要とす

る職に新たな雇用の働ける方が応募してこな

いというところで、介護職で限ったお話でな

くて本当に日本全体の構造になっているかと

思います。

そこで先ほどのお話でございますけれど

も、外国人に今国のほうでは注目している

と。多分後ほど御質問の中でお話があるかと

思いますけれども。外国人の部分でいろいろ

な留学ですとか、技能習得ですとか、また先

日経済財政諮問会議のほうで、介護職の在留

資格についてもまた新たな制度設計をすると

いうようなお話も入ってきているところで。

十勝管内でも社会福祉法人でベトナムの方を

中心に介護人材を受け入れて、職種として、

介護職として育てて働いていただくというよ

うな形というのがあるかというふうに考えて

ます。

ですから、ちょっと後の答弁になってしま

うのかもしれませんが、なかなかいろいろな

条件なりがあって、そこに足寄町として飛び

つくのはまだ早いかなというふうには今のと

ころ考えてまして。今足寄町独自にこんなこ

とができないかという部分で考えているもの

が、移住として、日本の中でやはり介護の職

に来ていただけないかということで、例えば

都会でなかなかいい仕事に恵まれず、そして

お子さんがいて保育園に預けられないような

方を、例えば足寄に来ていただいて、足寄町

では子育てが充実していると。で、介護の職

も資格がなくてもそこで働きながら資格を

取っていただいて、お子さんは伸び伸びと高

校まで塾もあり、学習の習熟も高めていただ

いて、つい最近奨学金のほうも、授業料か、

国の授業料、授業料も国のほうでは無償化と

かという部分、ある程度の年収が低い方、無
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償化とかという部分もありますので、そうい

うところで結びつけていけないかなというと

ころを今検討をちょっと始めているところで

ございます。

例えばそういうような形で、町としてもさ

まざまな取り組みというところはアンテナを

高くして今研究をして、実行できないかとい

うところで関係機関とその問い合わせをして

いる段階でございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋健一君） やはりこの問題につ

いてはじっくり腰を落ちつけて、長いスパン

でものを考えていかなければいけないのでは

ないかと思うのですよね。だから例えば何

か、これは夢みたいな話なのですけれども、

私が前から言っているのは富山型のデイサー

ビスのような形、またさらにそれに上乗せす

るような形で足寄型の何かそういう福祉サー

ビスシステムみたいなのをつくり上げればい

いのではないかと思うのですけれどもね。む

すびれっじだけにこだわるのではなくて、ほ

かの一緒の老健施設もありますし、子どもセ

ンターもありますしね。隣には障害者の施設

もありますから、その連携をがっちり強めて

足寄町にこういう福祉システムあるのだよと

いうことを日本中にアピールすればいいので

すよね。そしたら足寄町の魅力も出てくる

し、小手先だけではなくて大きな理想みたい

なものね、がんと掲げて、さあ、足寄どうだ

と、こんなにすばらしいのだぞ、来てくれや

という、そういうパターンが必要なのではな

いかと、こういうふうに考えますけれども

ね。あとは、やっぱり専門の方を呼んで、必

要なのはやっぱり若い子を集めるためには研

修施設というか、研修、何か若手の研修とい

うのかな。そういうシステムみたいなのをつ

くって、ここで足寄町の例えばむすびれっじ

とかで若い人を育てるのですよね。研修させ

る。その人たちはきっと足寄に残らないかも

しれませんけれども。全国に散らばっても、

またサケが母川に、自分の川に帰ってくるよ

うにまた戻ってくるかもしれない。また仲間

をふやして戻ってくるかもしれない。そうい

うスパンで若い人たちを育てる。それは外国

人も同じですよね。外国の方。

今課長言われたのですけれども、ちょっと

私も外国人についてちょっと調べてみたので

すけれども。今、ＥＰＡですか。経済連携協

定のその中でたくさんの方がいらしてますよ

ね。ＥＰＡですから、２国間ですから、ベト

ナムとフィリピンと、ベトナムですかね。こ

の３国とＥＰＡを結んでいると思うのです

が、その部門で介護の方がたくさん来てい

る。これだけれどもかなりハードルが高く

て、かなり優秀な人たちが来ていますよね。

だけれどもその、それでもやはり何かもう

ちょっと雇用の場に外国人を入れようではな

いかということで、国は外国人の技能実習生

というのを、外国人技能実習制度というのを

つくって、その中に介護の部門入れたのです

よね。今までは建設、それから農業、漁業で

すか。その部門だったのが、その中に介護を

入れたというのです。だけれどもこれいいか

どうかはわからないですよね。いわゆる人が

足りないから、ではベトナム人、フィリピン

人、そういう人たちを入れようではないかと

いう、そういう何かちっぽけな考え方で呼ん

では本当はいけないと思うのですよね。日本

は大きな気持ちで日本の技術高いのだから勉

強しに来なさいと。そして勉強して、そして

自分の国で生かしなさいと。それが本旨だと

思うのですよね。だけれども、お尻に火がつ

いてしまったものですから、何でもかんでも

外国人入れる。だからこの前何か１４人の不

法ベトナム人の問題ありましたよね。ばかな

人間、派遣会社がそういうベトナム人をどこ

かに不法で雇ってしまうというようなこと

が、そういう事件が起こりましたけれども。

ああいうことをやると本当に国の間の信用が

失われると思うのですね。やはりもっと大き

な気持ちで考えれば、その実習生をしっかり

勉強させて国に戻せばいいのですよね。そし

てまたそのつながりというか、そのつながり
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の中で外国人との交流を深めていけば、これ

は介護の現場も少し明るい見通しが出てくる

のではないかと思います。だけれどもよくよ

く考えてみたのですけれども、私ね。この技

能実習ですけれどもね、考えてみれば介護、

ベトナムとかフィリピンとか、そういうとこ

ろにきっと介護制度ってないのですよね、

きっとね。だから日本で勉強しても自分の国

に戻ってそれが役に立つかどうかわからない

から、どうも日本のただ人がいないから安く

雇おうではないかという、そういう腹が見据

えてちょっとまずいなと思うのですよね。そ

ういうものを含めてちょっと考えてみたので

すけれども。まだまだ現実的にはという話で

すけれども。今足寄町にもベトナムの方と

か、フィリピンの方とか、農業実習生の形で

来ているわけで、そういう人たちの、一度お

会いしたことがあるのですが、そういう顔が

見えないのですよね。だからそういう人たち

の交流を深めながら、外国とのグローバルな

形で外国人と接していくという、そういう必

要、そういう必要もあるのではないかと思う

のですけれども、町長、どうでしょうかね。

町長、知ってます。東南アジアの戸籍の方が

足寄にいらっしゃるということ。それについ

て。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 外国人労働者の関

係につきましては、かつては農業関係で中国

系の方がたくさん一時いらっしゃったという

こともあって、いろいろなことがあって、こ

れうちばかりでなくて、うちで特に問題が起

こったということではありませんけれども、

やっぱり中国人の労働者の方々というのはも

うどこの地区も減ってきていて、農業関係も

含めて、今議員仰せのとおり、フィリピンで

すとか、ベトナムですとか、そういうところ

に何か随分シフトをしてきている。でもただ

いろいろ私も情報いろいろな首長と話をして

いるのですが、やはりどこの国とやっても

やっぱり中に中間業者みたいのが入るのです

ね。あるところでは直接、直接雇用したい

人、農業者であったり企業の方が直接ベトナ

ムなりフィリピンに行って、現地で面接をし

てという、こういう取り組みをしているとい

うお話も聞いておりますけれども、これなか

なかマッチングするかどうかというのは、な

かなか難しいというふうに聞いております。

とりわけ介護職場で実際に働いている方、先

ほどの答弁の中にも少し触れましたけれど

も、やはり生活習慣が違うわけですよね。

もっと言えば、認知症のお年寄りの対応です

から、やっぱり自分の意思、何をしてほしい

か、何をしたいかという意思を伝える、これ

ははっきり言葉になればいいのですが、なか

なかそういう方ばかりではありませんので、

そこでどうしてもすれ違いみたいのが出てき

て、もちろん介護を受けるお年寄りもちょっ

とストレスがたまるみたい。それから、一生

懸命やろうとしている外国人労働者の方もな

かなかお年寄りが何を言いたいのか、ちょっ

と理解できないという、こういう現実もある

のだという、そういうお話も聞いておりま

す。ですから、これも議員仰せのとおり、

やっぱり人が足りないから単純に外国労働者

というのは、この発想というのは私自身も

ちょっとすとんと来ない部分があります。も

うどの職種ももうもっと言えば、この田舎の

町の足寄でも建設の現場の働く人がいないで

すとか、もうありとあらゆる職種で人がいな

いということであります。とりわけ、これま

た変な言い方ですけれども、先駆けて介護の

担うような人材が不足している。これは何か

といいますと、私なりに思っているのはやっ

ぱり国が今ともかく経済最優先、要するにも

うかる仕事はどんどん伸ばせと、こういうこ

とで来ています。まさしくこの介護保険制

度、平成１２年にスタートしました。これは

もうかる職場ということで大手企業がどんど

ん、どんどん介護の現場に進出してきたので

すよ。ところが国が見込んでいたその介護報

酬、こここれぐらいだろうと想定していた。

これが倍以上に膨らんでしまったということ

なのですよ。そこで国がどういう手当をした
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かというと、この制度やめるわけにはいきま

せんからどうするかというと、この膨らんだ

やつを抑える。どうやって抑えるのですかと

いうと、介護現場なんていうのはものを生産

しているわけではありませんから、そうする

と、介護報酬の引き下げ、これですよ、究極

は。そうしますと、企業ですからもうからな

いとこれどうしようもないわけですから、施

設運営できないわけですから。そうしたらど

ういうことかというと、賃金を抑えてみたり

ですとか、あるいは人を減らしたりだとか、

いろいろな全国各地いろいろな事故も多発し

ました。結果、どういうことになったかとい

うと、もう３Ｋ職場とされてしまったのです

よ。給料は安い、きつい、汚い。そうすると

これもう進路の先生方が、例えば、私将来介

護職場に行きたい、おまえやめれと、きつい

よと。もうだから、そこでもう専門学校、あ

るいは先ほど出た大谷短大も含めて、生徒さ

んが集まらないという、こういう現象になっ

てしまったということなのですね。ですか

ら、今はもう全職種が人が足りない、これは

人口減少でそんな状況になってますけれど

も、とりわけ先駆けてそういう人材がいない

というのは、もう養成する学校にもう入学希

望者がいないということであります。

実は人材確保するには、グループホームに

限らずうちの特養を含めて、それからむすび

れっじ含めていろいろな介護施設あるわけで

すから、一度専門学校あるいは短大含めて回

れということで行かせました。そうしたらそ

こで職員が何と言われたかというと、まずは

人くれではなくて生徒さんを送ってください

と、こう言われたというのですよ。もうとも

かく入学者が不足してますからという。ここ

ですよね。ですから、根本的なところをやっ

ぱり国も含めてちょっと考えていかないと、

一自治体だけではなかなか解消できる問題で

はないなと、こんなふうに思ってます。

ちょっと話それたかもしれませんけれど

も、私としては今外国人労働者に、ではそち

らのほうに活路を開こうという、そういうと

ころまでは私は行ってません。隣町の陸別町

の社会福祉法人もベトナムから入れるという

お話も聞いておりますけれども、これはやっ

ぱりもうちょっと状況を見ないとそこに飛び

つくということにはならないのかなと、こん

なふうに思ってます。

可能な限り、今回予算も提案させていただ

いているわけですから、可能な限り人材確保

に一緒になって、もっと言えば町も先頭に

なって努力をしていくということで考えてお

りますので、御理解いただきたいというふう

に思います。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋健一） この介護職員を採用す

る、本当に、私きょう一番言いたかったの

は、やはり町民の声としてむすびれっじの老

健施設、グループホーム大丈夫かいというの

があったのですよね。非常に期待している、

楽しみにしている、環境もいい。だけれど

も、介護職員集まらなければ、これ始まらな

いわけですからね。そのめどが立っているの

か。そういうことが一番心配できょうは一般

質問させていただきました。

何とか努力して、本当に真剣に取り組まな

ければいけない問題ですよね。もう本当に今

からでもやらなければいけない、大変な問題

だと思うのですよ。６月にたしか大学や専門

学校の解禁ですかね、９月からは高校の学校

訪問の解禁になると思うのですけれどもね。

そういう形でぜひ確保していただきたいと。

かすみ網で盗んできてでも、そんなことはな

いですね。本当に厳しいですよね。だから、

前段の段階でやはり学校との、今町長おっ

しゃったように、どうにもならないですよ

ね。生徒送ってくれと言われるとどうしよう

もないですものね。生徒がいなければ学校

だって送り出せないわけですよね。引く手あ

またなのですけれども、何で子どもたちはそ

ういう福祉に目覚めないのか。福祉でやって

る方は本当に一生懸命やられているし明るく

てすばらしいですよね。だから、やはりチー

ムワークというのかな。そういう、あんたも
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主役だよと。で、みんなで一緒につくり上げ

ていこうと。足寄はほかの町村にないような

こんなすばらしいプロジェクトある、つくっ

てみんなでやろうと。君もやらないかいとい

う、そういうところから始めるのが、ちょっ

と漠然としてよくわからないですけれども、

そういうことが非常に大事なのではないかな

と、というふうに感じてますね。私もいろい

ろ何があるのかなと。この介護職員不足にど

うやって対応していくのかと考えて、たまた

まテレビ見ていたときに出てきたのが、老い

るショックですか、ＨＴＢの番組、ニュース

番組の特集で老いるショックの中で、お年寄

りの就業について勉強させていただきまし

た。ああ、なるほどな、こういう６５歳以上

の人たちが介護アシスタントとして、いわゆ

る老健施設の中で働けるのだなと。そうする

とお年寄り同士のつながりもできますし、す

ごく話しやすいのではないかと。そして今度

は自分がちょっとまずいかなと思ったときに

さっとそこに入れてもらえるのではないかな

と、そういうような考えでいましたけれど

も。たしか岩見沢のところ、岩見沢の施設

は、これは特老か何かだと思うのですけれど

も、６人全員が６５歳以上です。６５歳以上

の人たちがそこで働いていると。だけれども

やっている内容というのは、ベッドメークだ

とか洗濯だとか掃除とか、そういうことで本

当の介護職員さん、介護職員さん大変なのは

それも全部今までやっていたのですね。それ

をすみ分けして、こっちの軽い軽作業に関し

てはアシスタントさんにお任せするよとい

う、そういうシステム。すばらしいなと思っ

たのですけれども。そこで考えると、その部

分というのはボランティアでもできるのです

よね、ボランティアでも。だけれども、そう

いうお金を払って、８１０円ですから、北海

道の最低賃金、８１０円以上約束されている

わけですけれども。そうするとボランティア

でどうなんだといったときに、私はボラン

ティアというのは、ボランティアの善意でた

だで、ボランティアの善意にすがってただで

働いていただけるというのは、これはちょっ

と問題があるのではないかと。何か私も介護

ボランティアの一員ですけれども、あんまり

仕事しないのですけれどもね。ボランティア

はボランティアとして非常に大事な役割はあ

るかもしれないですけれども、できるだけお

金を払って、対価を支払って介護の現場に

入っていただくという、そういうことも必要

なのではないかと思って、今回ちょっと提案

してみました。

全体的にはまだまだよくわからないのです

けれども、もう一回最初の本題に戻れば、も

う一度町も含めてじっくり介護職員を集める

ために、じっくり対策を講じるということで

はないかと思うのですよね。やっぱりさっき

も言ったように、子どもたち集めていろいろ

勉強させると。ここで勉強させて、そして育

てるのだと。いや、そうすると大変ですか

ね。職員の方も何か倒れてしまうかもしれな

いですけれども。そういうことで、ここを基

軸としてここを中心として、そして全国に介

護の職員を、若い人たちをばらまいて、また

戻っていただくというようなシステムも大事

なのではないかと。それから私がいつも理想

としているのですけれども、連携ですよね。

各本当の関係者との連携で足寄モデルという

のをつくって、他町村にアピールしていくと

いう、そういうことが必要なのではないかと

考えてます。

まだまだ言いたいこともたくさんあるので

すけれども、最終的には、究極的には足寄町

全体の魅力アップ、これが大事なのかなと。

いわゆる人が集まる町を足寄町でつくり上げ

ていくと。そして足寄町に求心力をつけてい

くのですよね。福祉の求心力をつけていけ

ば、まだまだ足寄町はやっていけるのだと、

そういうふうに考えていますけれども。何だ

か漠然とした一般質問になりましたけれど

も、最後に町長、私の髙橋のきょうの一般質

問、こういうこと言ったけれども、これはよ

かったけれどもこれはだめなのではないか

と。そういうことも含めて、包括的に最後の
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お答えをいただきたいと思います。よろしく

お願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 本当にこの介護が

必要になったお年寄り、もっと言えばこれか

らもまだまだ必要なお年寄りはふえていくの

だろうというふうに思ってます。

日ごろから国保病院の村上院長先生ともい

ろいろなお話をしてますし、もっと言えばこ

の連携システム、平成２４年ぐらいから始ま

りましたけれども、やはり足寄にあるこの資

源も含めて、この活用を含めて、もっと言え

ば人材の活用も含めて、いろいろ協議、検討

をしていかなくてはいけないなというふうに

思ってます。

やっぱり介護が必要になるお年寄り、これ

待ったなしですから、もう受け入れ施設ない

から知らないよということにはこれはなりま

せんから、やっぱりいろいろな知恵を出し合

いながら、どうやったら住みなれたこの足寄

町で暮らし続けていただける、そういう条件

整備ができるのかなと。こういうことで努力

をしていかなければいけないなと、こんなふ

うに思っているところであります。

特に今直営で特別養護老人ホーム、これ５

６床持っているのですが、これから先、院長

先生も話しているのですけれども、これから

先やっぱりどうしても何らかの病気になられ

て寝たきり、これはもう現実ゼロになるなん

てことはこれは考えられませんし、当然必要

な施設だというふうに思ってますけれども、

将来的にはやっぱり特別養護老人ホームも、

これもうそろそろ建てかえ時期だと思ってま

すから、これも建てかえなければいけない。

ただ院長先生も率直な意見交換しているので

すが、むしろそういうニーズよりも体は健康

なのだけれども残念ながら認知症になられる

方のほうが多くなってくるのではないのかと

いうことで、やっぱり足寄町にこれから必要

な施設としてはやっぱりグループホーム。正

直言って、現時点でも２ユニットぐらい必要

だろうと、１８床ぐらい必要だろうというふ

うに思っているのですが、これはなかなか一

気に２ユニットということには、これまた人

材の問題も含めていかないなということで、

とりあえずまず１ユニット、９床をいこう

と。これすらもなかなか、まだそんな悲観的

に言うつもりはありませんけれども、ただ現

実問題としては今回補正予算上げさせていた

だいて、ではでき上がったよ。では４月にき

ちんと９人受け入れできるのかと言われる

と、現時点ではまだそこはちょっとまだです

と。今のところは２名ですと。これからまた

就職活動される学生さんも含めて、ともかく

何とか必要な人材は万難を排してそろえたい

なと。で、何としても９人、９床満床にした

いなという、こういう思いであるということ

は事実であります。

引き続き、いろいろ育てる準備ということ

も含めて奨学金制度だとか、いろいろな支援

政策もやってますけれども、これやっぱり場

合によっては一本釣りも含めてやっていかな

ければなかなか難しい問題だなというふうに

思ってます。

あわせて、いろいろ厚生労働省行くことも

ありますから、国のほうにもいろいろお話を

させていただいております。先ほどはちょっ

と議員さんも言われてましたけれども、とも

かく資格を取る制度自体も実は改悪している

のですよね。かつては５年間だったというふ

うに思いますけれども、その資格がなくても

介護の現場でそういう経験があれば受験する

資格があったのですよ。これまた改正され

て、これ単純に改正のよりよい介護をするた

めにということだというふうに思いますけれ

ども、これまたしっかりとした講習を受けな

かったら受験資格すら与えられないという、

こういう具合にもう改正されてしまったので

すよね。これ時代に逆行してませんかという

ことも言わせてもらっているのですが、これ

はなかなか、国もそうやって決めたというこ

とは、いろいろな事故ですとか、いろいろな

問題も含めてですよ、やはりもっともっと介

護現場のスキルアップということも含めて、
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そういう制度にしたのかなというふうに思っ

てますけれども。それにしても、介護をする

人材がまだまだ必要なときに今の時期にその

改正かよと、私は正直思ってますから。私の

性格からして思ったことは言わせてもらって

ますから、国に対しても率直にそんなお話も

させていただいてますし。それから先ほど

言った介護報酬がぐんと下げられたというこ

ともあって、ここに来て国がここ数年介護職

員の給料を上げるための支援しますというこ

とでやってますよね。２万円上げるだとか、

３万円上げるだとか。ここ見たってわかると

思うのですよね。だからやっぱり大変な職場

なのだからそれなりの待遇もしなくてはいけ

ない。また一方では、施設運営をしなくては

いけないということですから、とりわけこれ

は赤字の中でできるのかというとそうともな

りませんから。もう総体的な仕組みづくりが

やっぱりどうなるかというのは、これはやっ

ぱり私ども現場からも国に対しても、あるい

は北海道に対してもものも言っていかなくて

はいけない。しかし、現実問題としてそうい

う介護が必要なお年寄りの受け入れも真剣に

なって、どうやったらできるのかという。も

う真剣になっていろいろな方々とも相談をし

ながら。

ボランティアという部分でいきますと、私

も正直言って、ボランティアというのはこれ

不確定要素ですから、これはなかなか難しい

部分があるなと。ですから、体制が整った上

でさらにプラスアルファで力を貸してくれよ

というのは、これはもう既にいろいろなとこ

ろで、これも社会福祉協議会の中でもボラン

ティアにかかわる任務も担っていただいてま

すから。それも並行的に組み合わせながら、

何とか足寄町の介護の体制、この連携システ

ムをやってからもう６年たちますから、これ

から先どうやっていくのかということも、ま

たみんなで集まって頭をつき合わせて、膝を

つき合わせてしっかりと議論を深めていきた

いなと、こんなふうに思ってますので、御理

解いただきたいというふうに思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋健一君） これで私の一般質問

は終了させていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、９番髙橋

健一君の一般質問を終えます。

ここで、暫時休憩をいたします。

１０分間休憩をいたします。

１１時５分まで休憩をいたします。

午前１０時５５分 休憩

午前１１時０５分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

一般質問を続けます。

次に、２番榊原深雪君。

○２番（榊原深雪君） 議長のお許しをいた

だきましたので、一般質問通告書に従いまし

て質問をさせていただきます。

質問。ヘリカルＣＴ肺がん検診導入の考え

について。

日本の最新がん統計のまとめでは、２０１

６年において肺がんによる死亡数が大変多

く、男性は１位、女性では２位になっており

ました。しかしながら、肺がんはステージ１

で発見できれば、５年相対生存率は８０％以

上とされています。

年齢による変化は、男性７０歳以上で前立

腺がんと肺がんの割合が増加して、女性では

高齢になるほど消化器系のがん（胃、大腸、

肝臓）と肺がんの割合が増加するとありまし

た。この状況を改善するには、肺がんを早期

に発見する努力が大切なこととなります。

低線量肺がんＣＴ検診による肺がん発見率

は、胸部Ｘ線検診に比べて１０倍程度高く、

発見された肺がんは早期の比率が高く、その

治療成績も良好であると知られています。

このことから、次のことを伺います。

①近隣町村で行われている、ヘリカルＣＴ

検診（低線量ＣＴ肺がん検診）に対する足寄

町の考えは。

②ヘリカルＣＴ検診を用いた肺がん検診の

有効性が示された中で、今後実施していく場
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合の課題について、お伺いいたします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 榊原議員のヘリカ

ルＣＴ肺がん検診導入の考えについての一般

質問にお答えをいたします。

本町の肺がん検診は４０歳以上の町民を対

象に、６月と１１月の特定健診に合わせて、

集団検診として胸部Ｘ線撮影と喀たん検査を

実施するとともに、８月には６５歳以上の町

民を対象に無料で結核検診として胸部Ｘ線撮

影を実施しております。また、より精度の高

い全身を対象としたＰＥＴがん検診の受診料

の一部を助成しています。

ヘリカルＣＴ肺がん検診は、らせん状に高

速回転しながら肺の断面像を撮影するもの

で、死角がなく解像度が高いことから、議員

仰せのとおり、胸部Ｘ線検診に比べて１０倍

程度肺がん発見率が高く、発見された肺がん

は早期の比率が高く、その治療成績も良好で

あることが知られております。

まず、１点目の「近隣町村で行われている

ヘリカルＣＴ検診に対する足寄町の考えは」

につきましては、ヘリカルＣＴ検診は足寄町

国保病院でも行っており、健康診査のオプ

ションとして１万２,５００円の自己負担に

より受診可能で、状況に応じ、遠隔医療シス

テムにより旭川医大に画像診断の依頼を行っ

ておりますが、集団検診における胸部Ｘ線検

診の自己負担額５００円と比べ高額なことが

課題と考えているものの、早期発見・早期治

療によって死亡率が減少する、非常に有効な

肺がん検診の方法と認識をしております。

２点目の「ヘリカルＣＴ検診を用いた肺が

ん検診の有効性が示された中で、今後実施し

ていく場合の課題」につきましては、検査費

用、自己負担額が従来の検査方法に比べ高額

になることと考えていますが、今後足寄町国

保病院での実施を前提に、前向きな検討をさ

せていただきます。

いずれにしましても、各種健診やがん検診

等を多くの町民に受診していただくことが非

常に大切であり、引き続きわかりやすい広

報、町民が受診しやすい環境の整備に取り組

んでまいりますので、御理解を賜りますよう

お願い申し上げ、榊原議員の一般質問に対す

る答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

２番。

○２番（榊原深雪君） 私がこの質問をしま

したのは、半月ほど前に陸別に住んでいた友

人がしばらくぶりに連絡をとったのです。そ

して、札幌近郊に今はほとんどいらっしゃる

ということで、お話しした中で、自分が特定

健診のときに保健師さんが遠慮がちに、一度

このヘリカルＣＴ肺がん検診を受けてみませ

んかという声がけがあったそうです。それで

受けてみたところ、自分は元気でたばこも吸

わないし、そして除雪作業をしているときに

電話が入りまして、肺がんの疑いがあるから

すぐがん研究所の病院に行ったほうがいいと

いう連絡を受けて行ったそうです。それでス

テージ１ということがわかりまして、肺の一

部を切除して１０日ほどの入院で帰ってこれ

たそうです。だからもうその声をかけていた

だいた保健師さんには感謝してもし切れない

というふうなお話だったので、私たち、その

電話を受けながら私の町のがん検診はどのよ

うな状態になっているだろうかと思ったら、

入っておりませんでしたので、この質問に

至ったのですけれども。

足寄町の国保病院でやっていらっしゃると

いうことで、費用を見ましたら、今１万２,

５００円という答弁がありましたけれども、

陸別町さんでは５,０００円ぐらい。そし

て、管内では浦幌町さん、４,０００円なの

ですね。そこそこの町のやり方というものが

あろうかと思いますけれども、浦幌町さんの

ＣＴ肺がん検診というのを、案内というのを

見ましたら、すごく詳しく書いてありまし

て、やはり従来の肺がんのＣＴ、Ｘ線検査と

違いまして、先ほども申し上げましたよう

に、１０倍ぐらいの見つかる可能性があると

いうことで、細かく書いてあるのですね。そ

の肺がん検診のことに対しまして。喫煙者に
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多い太い気管支に発生するがんはＣＴ検査で

は発見が難しいと。たんの検査も同時に行い

ますとか。まあ、すごく詳しく書いてあるの

です、そのクローズアップして、肺がん検診

に関しましては。

そして、肺がんの７割はたばこが原因とい

うことですね。でも私の周りで亡くなった方

で、肺がんで亡くなった方もいらっしゃるの

ですけれども、健康食にも気を遣い、自然食

にも食べて、そしてたばこも吸わないのにど

うしてこんな大病になってしまったのだろう

と、情けながって亡くなった方がいました。

私の本当に大切に思っていた人なので、本当

に残念なことだったなと。周りにも肺気腫で

苦しんで苦しんで亡くなったという方も大勢

見てますので、やはりこの検診に関してもっ

と声がけして、多くの方が検診を受けていた

だけたらいいなと思ったのですね。

ここのがん検診についてすごく詳しく書い

てあった中で、肺がんの７割がたばこが原因

ということで。喫煙している方は喫煙してい

ない方に比べて、肺がんにかかるリスクは男

性４.４倍、女性は２.８倍ということで、特

に喫煙している方の中でも喫煙指数ってある

のですね。それ初めて私、この質問に際して

調べたところ、よくわかったのですけれど

も、たばこの一日の本数掛ける喫煙年数が高

い方がリスクが高いことがわかっているそう

です。それで喫煙指数が６００以上は赤信

号、４００以上は黄信号、また受動喫煙者は

受動喫煙がないものに比べて２０から３０％

程度高くなると推定されているそうです。

だから、ここの中でもたくさん喫煙者の方

いらっしゃると思いますけれども、心当たり

のある方は積極的にこのヘリカルＣＴ肺がん

検診も受けていただきたいと思いますけれど

も。やはりこの１万２,５００円という高額

では、なかなか受診してみようかなというこ

とにはならないと思いますけれども、そのこ

とについて、助成のお考えを今後あるかどう

かということをまた改めてお聞きしたいと思

います。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（丸山晃徳君） 答弁させていた

だきます。

榊原議員さんの質問の趣旨として、仕組み

があっても自己負担をどうするかというのも

当然考えてくださいというような中身だとい

うふうに理解してました。

管内他町村の実施状況を見ますと、先ほど

議員さんが言われましたように、陸別、浦幌

等が自己負担が大体四、五千円でやっていた

り、少ないところでは２,０００円ぐらいで

やっているというようなこともありますの

で。先ほどの１万２,５００円の国保病院の

自己負担というのは、人間ドックの基本の

ドックをやってオプションとしてヘリカルＣ

Ｔをやった場合の料金でございまして、単独

でヘリカルＣＴをやった場合にはまた別の料

金になってしまうと。さらにそのオプション

として、肺がん検診の検診の精度を高めるた

めの腫瘍マーカーですとか、喀たんとか、そ

の他いろいろなものが付随するようなものも

あります。それらも含めて単独のヘリカルＣ

Ｔの検査のみでいいのか。それも含めて喀た

んなり腫瘍マーカーも合わせてやったほうが

いいのかという部分も含めまして、国保病院

のほうと相談させていただいて、標準的な肺

がん検診としてのヘリカルＣＴの費用を設定

をさせていただくとともに、自己負担を幾ら

にするために町の補助を幾らにするかという

のを他町村の状況を踏まえながら検討してい

くと。その中で利用、これは当然一般財源で

やるものでございますので、最終的には予算

査定で他の事業等含めて優劣があって、この

予算額というのが決まるかと思います。そこ

で、他のＰＥＴのがん検診と同様に、例えば

限定で何十名ですとか、で、幾らとか、そう

いうことも、先着順とかそういうのもあるの

かというところも含めまして、利用しやすい

価格設定をこれから考えていきたいと考えて

いるところでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。
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○２番（榊原深雪君） 前向きな御答弁あり

がとうございます。

それと、もし肺がんになった場合、検診に

よって早期に病変が発見され、より早期に適

切な治療を受けることができ、その肺がんに

よって死亡することを回避できる可能性があ

るけれども、また肺がん以外の呼吸器の病気

が見つかる場合があるそうです。肺気腫、肺

炎、気管支拡張症、抗酸菌感染症などや肺以

外の病気、心臓や血管の動脈硬化 乳がん

などが発見されることもあるとなっておりま

す。

そこで、今私余り病院かかるほどの病気を

したことありませんので、町立病院も久しく

行っておりませんけれども、町立病院内では

このようなヘリカルＣＴのポスター、あるい

は詳しく書いたものなど、患者さんにわかる

ように明示されているかどうかをお聞きした

いと思います。

○議長（吉田敏男君） 病院事務長。

○国民健康保健病院事務長（川島英明君）

お答えいたします。

詳しく明示されているかということでござ

います。で、ただいま福祉課長のほうから答

弁ありました、当院で行っている肺ドックと

いうのですが、この肺ドックにつきまして

は、事業所健診の実施される事業所の従業員

の方、この方の中、御案内の中に肺ドックと

いうのがありますよということで、周知をし

ているところです。

先ほど福祉課長が申し上げました、単独で

やるというのは、それ単体で肺ドックをうち

の当院でやるよということのお話なのです

が、それについては今現在当院ではやってご

ざいません。それで、今回榊原議員のほうか

ら御質問がございまして、当院で現在事業所

健診というのをやってございます。これが一

日６名を上限ということでやってございます

が、現行の体制で例えば単体でこの肺ドック

を新たにやりますよといった場合には、当院

のほうではやることは可能だということで、

今回のこの件について、村上院長先生のほう

にもお話ししましたら、これはやったほうが

いいのではないかということのお話もありま

したので、今後福祉課のほうと詳細について

は料金設定ですとか、そういった部分も含め

て相談させていただいて、それを前向きに検

討していきたいということで、その際には周

知等、単体でやりますよという周知等を病院

のほうでもやっていきたいなというふうに考

えてございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（榊原深雪君） ただいま御答弁にあ

りましたように、川島事務長さんからありま

したように、福祉課と連携していろいろ多く

の方が救えるように協議していきたいという

お話でしたので、ありがたいなと思っており

ます。ぜひとも早期にそういうふうに進めて

いただけるとありがたいなと思っておりま

す。

アメリカの国立がん研究所では、ＣＴ検診

により検診受診集団の肺がん死亡率が減少す

るか否かを調べる大規模な臨床試験を５５歳

から７４歳の重喫煙者を対象に行われまし

た。その結果、胸部単純Ｘ線検診群に比べて

低線量肺がんＣＴ検診群の肺がん死亡率が約

２０％減少したそうです。だからもうこのよ

うに歴然ともう数値にあらわれているもので

すから、そして死亡数が高いという肺がんの

ことですから、やはりこれからも補助金のこ

とも含めて、前向きに取り組んでいただけれ

ばありがたいなと思っております。

最後に町長からの見解を述べていただきま

して、この質問を終わらせていただきたいと

思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） 先ほど来私の答弁

含めて福祉課長、事務長の答弁も含めて、こ

れは前向きに検討させていただきたいという

ふうに思います。

ただ問題はこの料金の高いか安いかという

問題ですけれども、私ＰＥＴ検診、ほかの他

管内の町村に比べていち早く取り入れたわけ
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でありますけれども、これは当初一般で受け

ますと１２万円、町がわずか１万円助成して

１１万円ということでスタートさせていただ

きました。今現在は相当価格も下がってきて

まして、たしか私の記憶でいきますと一般で

いきますと６万円、１万円助成してますから

５万円でできるというふうに思ってます。

ですから、私ＰＥＴ検診というのは本当に

肺がん含めていろいろなところでいろいろな

がんに対応できるということですから、この

ＰＥＴ検診というのは極めて優位性があるな

ということで、いろいろな方々にもお話しし

ているのですが、年々この受診率といいます

か、希望する方が減ってきているというのも

事実であります。そういう意味では、議員仰

せのとおり、検診の優位性という、このＰＲ

の仕方ということもまたこれ担当のほうに

言って、保健師のほうなどにも言って、さら

にわかりやすく広報したいなというふうに

思ってます。

ただその料金設定、幾らになるかなどこれ

から検討させていただきますけれども、本当

に例えばですよ、ＰＥＴ検診５万円、１回５

万円ですけれども、自分の命ですから本当に

５万円が高いのかというと、私は決して高く

ないのではないのかなという、そんな思いも

してますね。そこら辺のことはこれから十分

検討させていただいて、やっぱり広報の中で

はやっぱり自分の命はやっぱり自分でまず守

るという、そういう努力をしましょうやと。

そのためには検診が必要ですよということ

は、これは引き続きしっかりと広報させてい

ただきたいというふうに思ってますので、御

理解いただきたいというふうに思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

次。２番。

○２番（榊原深雪君） 次の質問に移らせて

いただきます。

帯状疱疹ワクチンの予防接種について。

高齢社会に伴い患者数がふえている病気に

帯状疱疹があります。帯状疱疹は加齢や過労

により免疫力が低下して発症すると考えられ

ています。ちくちく、ぴりぴりする痛みが起

こった後、数日で体の左右どちらか片側に赤

い発疹ができ帯状に広がり水膨れになる。重

症化すると、顔や頭部では視力障害が起きた

り顔面神経麻痺を起こして口が閉じられなく

なったりします。

高齢者では発症をきっかけに寝たきりにな

る方もいるそうです。幸いなことに平成２８

年３月以前から製造されていた水痘ワクチン

に５０歳以上を対象とした帯状疱疹に対する

効能を追加承認されました。現在、任意で接

種する場合、帯広市の病院では６,５００円

でした。この金額では高齢者にとって大きな

負担になると思います。これが定期接種の対

象となれば、帯状疱疹の発症率を下げること

はできるのではないかと考えます。ふだんの

生活に影響を与える激しい痛みで苦しむ方を

減らすことができると思います。

帯状疱疹のワクチン接種を定期接種にする

ことの考えを伺います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君） 帯状疱疹ワクチン

の予防接種についての一般質問にお答えをい

たします。

本町の感染症対策は４種混合、小児肺炎球

菌ワクチンといった乳幼児を対象にした予防

接種から、高齢者にはインフルエンザ、高齢

者肺炎球菌ワクチンの予防接種を実施してお

ります。

議員仰せのとおり、平成２８年３月に国産

水痘ワクチンについては、５０歳以上の者に

対する帯状疱疹の予防が効能または効果に追

加となっていますが、現在のところ帯広市内

の病院と同様、任意接種として足寄町国保病

院においても実施可能ではあるものの、７,

５８０円全額が自己負担となっております。

御質問の帯状疱疹のワクチン接種を定期接

種にすることの考えについてですが、帯状疱

疹は予防接種法の定期接種の対象疾病には含

まれておらず、十勝管内で帯状疱疹を予防す

るためのワクチン接種費用の助成を行ってい
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る市町村は現在のところありません。

ロタウイルスワクチン、おたふく風邪ワク

チン、Ａ型肝炎ワクチンを初め、さまざまな

任意接種のワクチンがありますが、本町にお

きまして任意接種ワクチンへの公費助成は６

５歳未満のインフルエンザワクチンのみとい

う現状であり、帯状疱疹を予防するワクチン

接種を公費助成により接種勧奨を行う段階に

は至っていないと考えております。

現在、厚生労働省の厚生科学審議会予防接

種・ワクチン分科会におきまして、定期接種

化を検討しているワクチンとして、帯状疱疹

ワクチンの有効性、安全性及び費用対効果等

に関するデータ収集を行い、定期接種化の検

討がされることになっておりますので、その

動向を注視してまいります。

今後も感染症の発生と蔓延を予防するため

の各種予防接種事業は、安全性を追求し実施

をしてまいりたいと考えてますので、御理解

を賜りますようお願い申し上げ、榊原議員の

一般質問に対する答弁とさせていただきま

す。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

２番。

○２番（榊原深雪君） 水疱瘡は２０１４年

から全ての小児にワクチンを接種する定期接

種が導入されました。患者は劇的に減りまし

た。ところが、その結果、帯状疱疹患者が増

加してしまうおそれがあります。従来帯状疱

疹は水疱瘡の多い冬に減少し、子どもと触れ

合う保育士らに発症の少ないことが知られて

おりました。保育士は子どもを介して水痘、

帯状疱疹ウイルスが入ることで免疫が刺激、

増強されるからで、逆に子どもの水疱瘡が減

ると、社会全体としての免疫が弱まり、帯状

疱疹が広がりやすくなるのですと、病院長や

大学名誉教授が発表しています。

そこで、やはり足寄の町は高齢者がたくさ

んいらっしゃいます。そして、やはり今お話

のように、７,５８０円ですか、町立病院で

は予防接種をされているということですけれ

ども、将来的に、もうこの話はあちこちで定

期接種にしてほしいという声が上がってきて

おりますので、近い将来なると私は信じてお

りますけれども、やはりこれもこういうこと

だから、帯状疱疹の方もやっぱりたくさん見

てつらい思いされているのはよく見ておりま

すので、これも病院でされているのであれば

明示してほしいなと思っている。今帯状疱疹

に関しての予防接種の、町立病院ではどのよ

うなことで推奨されていますか。

○議長（吉田敏男君） 病院事務長、答弁。

○国民健康保健病院事務長（川島英明君）

ただいまの御質問ですが、病院内でどのよう

に帯状疱疹ワクチンの周知をしているかとい

うことでございますが、現在は帯状疱疹ワク

チンの周知ということに関してましては、特

にしてはございません。

帯状疱疹ワクチンというのは、いわゆる水

痘ワクチンと一緒なのですよね。この水疱瘡

ワクチンなのですが、定期接種は３歳まで２

回打ちますということで、一応当院のほうで

価格設定されているのが、一般が先ほど申し

上げました７,５８０円、乳幼児が８,３９０

円ということで、子どもさんでも２回打たな

いでお母さんが忘れて５歳で打つとかといっ

た場合に接種があるということでございます

が、一般の方については、ちょっと外来のほ

うの看護師にも確認したのですが、ここ数年

は誰もいなかったということで、一般の水疱

瘡もそうなのですが、帯状疱疹ワクチンの接

種希望ですとか、そういう御相談が今までは

なかったと。私もちょっと勉強不足で、この

部分につきましては今回の御質問を見たとき

に、ちょっといろいろ調べてみたのですが、

やはりいろいろな文献の中では有効性がある

という部分もありまして、今後この帯状疱疹

ワクチン自体についての周知をどうするかと

いうことについては、ちょっと当院の中でも

今回初めてちょっと私もわかった部分があり

ますので、ちょっと検討させていただきたい

なと思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。
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○２番（榊原深雪君） 帯状疱疹というの

は、一度目が水疱瘡というらしいのですね。

そして二度目にかかるのが帯状疱疹という、

私もこの文献でわかったのですけれども。私

がちょっと帯広の病院行ったときに、ちょっ

とポスターを見て、即申し込んできました。

それで６,５００円だったものですから、

ちょっと足寄町より１,０００円ぐらい安い

という、ちょっとけちけちな考えで受けて、

予約で１カ月ほどしてから受けるということ

だったのですね。そしたら、私がその病院に

いる間にやはり何人もの方が、その帯状疱疹

の注射を受けるということで並んでおられま

した。それだけ、やはり先ほど町長のお答え

にもありましたけれども、検査の費用にかか

わらずやはりこの病気にはかかりたくないと

思う気持ちがあれば、少々の金額が張っても

受ける方もいらっしゃると思うのですね。そ

して、私自身もそうだったものですから、即

予約してちょっと待っているところなのです

けれども、もうすぐなのですけれども、受け

る予定なのですけれどもね。

やはり苦しんでいる方をたくさん見ている

ものですから、やはりこの質問に至ったので

すけれどもね。まだ時期尚早かなとは思いつ

つもですね、早く、そしたらせっかく町立病

院でその予防を実際されているのでしたら、

やはりポスター、私はポスターで見てわかっ

たのです。一々病院で聞いたわけではないの

ですね。だから今後そういうポスターって意

外と目に入って、すぐ病院の受付の方に聞け

ますよね。だからそういうことも大切かなと

私は思っているのです。

せっかくそういう装置も、ワクチンも御用

意されて、用意されているということは、予

約制ですから何も病院に負担はかからないと

思うのですね。１カ月後に受けるのであれば

ですね。だからそういうことも前向きに取り

組んでいただきたいなと思いますけれども、

そのことについてお考えをちょっと伺いたい

と思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、病院事務長。

○国民健康保健病院事務長（川島英明君）

ただいまポスターがあるということで、私も

ちょっと勉強不足でそのポスターというもの

ちょっと拝見はしていないのですが、ぜひそ

ういうものがあるのであれば後で私のほうに

ちょっとそれ見せていただいて。当院のほう

でもこの帯状疱疹ワクチンというのが、一応

先ほど申し上げた５０歳以上の者ということ

で、の予防ということで効能・効果が追加さ

れたということで聞いております。

当院で今水痘ワクチンとして接種している

のが、先ほど申し上げた２６年１０月からの

乳幼児の定期接種ということと、一般も金額

設定をさせていただいて接種できる体制に

なっているということで、帯状疱疹ワクチン

についても水痘ワクチンと一緒と、０.５ミ

リだったかな、ちょっとわからない、打つの

は一緒ですということでありますので、この

帯状疱疹ワクチンについてちょっと、もう

ちょっと私自身も勉強させていただいて、院

内でもこれ情報共有して、そういったポス

ターだとか、何かチラシだとか、そういった

ものがつくれるものであれば、ちょっと検討

をさせていただきたいなというふうに思って

おります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（榊原深雪君） ポスターに関しまし

ては、今度写真を撮って川島事務長にお見せ

したいと思いますので、そしてまた病院のほ

うにもそういうポスターがあるのかどうかと

いうことも聞いて帰ってまいります。

そして、今後も平均寿命が延びてさらに高

齢化が進んでまいります。今以上に帯状疱疹

にかかる方が多くなると想像、想定されてい

ますので、今後ともこの帯状疱疹に関しては

関心を持っていただきまして、先ほどの質問

にもそうなのですけれども、医療費を抑制す

るにも役立つのではないかなと思っておりま

す。その負担される方もつらい思いもしなく

ても済みますし、結果的には個人が大変な思

いをしたり費用がたくさん自分に負担がか
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かってくると。そして町財政のほうにも負担

がかかってくるとなってきますので、今後と

も高齢者のかかりやすい病気ということに関

心を持っていただきまして、福祉課と病院

と、そして全体で取り組んでいただいて今後

の活動に注目していたいと思いますので。

そしてちょっとこれよそごとなのですけれ

ども、私も議員足かけ１６年目に入りました

けれども、前立腺がんの検診を提言させてい

ただきまして、すぐに取り組んでいただきま

した。そのがん検診の費用は９００円と言え

ども、やはりそれがどれだけの方に効果が

あったか私はわかりませんけれども、やはり

そのときは議員なりたてでしたけれども、こ

れは絶対必要だなと思って質問させていただ

いたことがあります。そのときはもう安久津

町長もすぐ取り組んでいただきまして、すご

く感謝している次第なのです。だから今後と

も今最後に申し上げましたように、皆さん５

０歳以上の元気なうちにこういうワクチンを

打っておいて、なるべくその病気にかからな

いようにしていただきたい、いただけたらい

いなという希望を込めまして、最後に町長か

らの全体の答弁としていただきまして、終わ

りにしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

この帯状疱疹ワクチンにかかわるいろいろ

なワクチン、先ほども答弁で触れさせていた

だきましたけれども、今いろいろな感染症と

いいますか、いろいろな菌によるロタウイル

スですとか、いろいろなやつが出てきており

ますから、これは国の動きも含めながら、適

時検討をしながら、それからもっと言えば、

一番大事な部分の議員から言われた、しっか

り検診ですとか、あるいは予防接種の有効性

ですとか、そういう広報といいますかね、で

きるだけわかりやすく、年に一遍はやれとい

う、こんな助成もあるよということでは指示

はしているのですけれども、やはり今までど

おりやっているからそれと同じ流れでいいの

だということではなくて、よりわかりやすく

みずから進んで検診ですとか予防接種受けれ

るような、そういう広報にも努めていきたい

というふうに思ってますし。

一番私が思っているのは、子宮がん検診、

子宮がんの予防接種の関係ですよね。これ極

めて有効だよということで、私どももおくれ

ることなく導入したのですが、この副作用の

問題が大変な大きな問題になったということ

もありますから、ここら辺のことも頭に入れ

ながら国の動き、あるいは北海道の動き等々

もしっかりと情報収集しながら、町民にとっ

て必要な部分ということで判断がされるとす

れば、これはこの帯状疱疹にかかわらず必要

な対策というのは適宜対応していきたいなと

いうふうに考えてますので、御理解いただき

たいというふうに思います。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

これにて、２番榊原深雪君の一般質問を終

えます。

ここで暫時休憩をいたします。

１時再開といたします。

失礼をいたしました。

ここで暫時休憩をいたします。

休憩中に議会運営委員会の開催をお願いを

いたします。

午前１１時４０分 休憩

午前１１時５２分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 散会宣告

○議長（吉田敏男君） 以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。

本日はこれで散会をいたします。

次回の会議は、６月１５日、午前１０時よ

り開会をいたします。

大変御苦労さまでございました。

午前１１時５３分 散会


